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○かん類の捨て方 

飲料、缶詰、菓子などの飲食物や、入浴剤などの空き缶は、

中を水ですすいで、つぶさないで、「かん類」の指定袋に入れて

出してください。 

   

○かん類で出せないもの（間違いの多いもの） 

・一斗缶、ペール缶、スプレー缶、ガス缶（カセットボンベ）

は、「もやせないごみ」で出してください。 

・一辺が 20ｃｍ以上の大きさの缶は、「もやせないごみ」で出し

てください。 

・内側に樹脂がある、王冠や金属製のキャップは、「もやせない

ごみ」で出してください。樹脂の付いていない金属製のキャッ

プは、「かん類」で出してください。 

      

（かん類で出せないものの例） 

（かん類で出すものの例） 

かん類の捨て方 
 

白い部分が

樹脂です。 

※金属製のキャップ

（内側に樹脂が使わ

れているもの） 


